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運営規定 

（第２章 会合）       

第２条 各委員会会合の開催は原則として次のとおりとす

る。 

（１）  理事会は、毎月１回程度 

（２）  各専門委員会及び全体委員会は、随時 

附則       

この規程は、昭和５６年２月２６日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成６年３月５日から施行する。 

    附則 

この規程は、平成１７年２月３日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２４年２月２３日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成２６年４月２６日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成２７年４月２５日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成２８年４月２３日から施行する。 

 附則 

この会則は、令和２年２月２０日から施行する。 

附則 

運営規定 

第２章 会合）       

第２条 各委員会会合の開催は原則として次のとおりとす

る。 

（１）理事会は、毎月１回程度 

（２）各専門委員会は、毎月１回程度 

（３） 全体委員会は、年１回以上 

附則       

この規程は、昭和５６年２月２６日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成６年３月５日から施行する。 

    附則 

この規程は、平成１７年２月３日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２４年２月２３日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成２６年４月２６日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成２７年４月２５日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成２８年４月２３日から施行する。 

 附則 

この会則は、令和２年２月２０日から施行する。 

 

 

 

 

（変更） 

規定の修正 
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この会則は、令和３年４月１７日から施行する。 

附則 

この会則は、令和４年４月２８日から施行する。 

附則 

この会則は、令和５年４月２８日から施行する。 

 

表彰及び慶弔規定 

第３条 本会は次の場合慶弔金を贈る。 

（１）会員の死亡        １０，０００円及び供花１基           

（２）児童の死亡        １０，０００円及び供花１基         

（３）児童の病気入院２週間以上  ５，０００円 

（４）学校職員 

項目ア・エの削除 以後の条文の記号を繰り上げる 

ア 配偶者死亡        １０，０００円 

イ 子ども死亡         ５，０００円 

附則 

この規程は昭和５６年２月２６日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成１７年２月３日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成１８年４月２６日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２２年４月２６日から施行する。 

附則 

この会則は、令和３年４月１７日から施行する。 

附則 

この会則は、令和４年４月２８日から施行する。 

 

 

 

表彰及び慶弔規定 

第３条 本会は次の場合慶弔金を贈る。 

（１）会員の死亡        １０，０００円及び供花１基           

（２）児童の死亡        １０，０００円及び供花１基         

（３）児童の病気入院２週間以上  ５，０００円 

（４）学校職員 

ア 結婚           １０，０００円 

イ 配偶者死亡          １０，０００円 

ウ 子ども死亡         ５，０００円 

エ ２週間以上の入院・自宅治療 ５，０００円  

附則 

この規程は昭和５６年２月２６日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成１７年２月３日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成１８年４月２６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

規定の見直し 
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   附則 

この規程は、平成２６年４月２６日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２８年４月２３日から施行する。 

   附則 

この会則は、令和２年２月２０日から施行する。 

附則 

この会則は、令和３年４月１７日から施行する。 

附則 

この会則は、令和４年４月２８日から施行する。 

附則 

この会則は、令和５年４月２８日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２２年４月２６日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２６年４月２６日から施行する。 

   附則 

この規程は、平成２８年４月２３日から施行する。 

   附則 

この会則は、令和２年２月２０日から施行する。 

附則 

この会則は、令和３年４月１７日から施行する。 

附則 

この会則は、令和４年４月２８日から施行する。 
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